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eLTAX における宿泊税特別徴収義務者登録申請書の提出のしかた 

 

 

①eLTAX とは 

eLTAX とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インター

ネットを利用して電子的に行うシステムです。 

②特別徴収義務者登録申請書とは 

宿泊税の特別徴収義務者とは、宿泊税を徴収し、盛岡市に申告と納入を行う者をい

い、宿泊施設の経営者がこれにあたります。特別徴収義務者の方は宿泊税特別徴収義務

者申告書を次に示す提出期限までに提出する必要があります。 

営業開始日 提出期限 

課税開始日（令和８年 10月１日）の前日まで 課税開始日の前日まで 

課税開始日（令和８年 10月１日）以降 営業開始日の前日まで 

 

ここでは eLTAX における利用者 IDの取得（すでに IDを取得されている方は申告税目の

追加）及び特別徴収義務者登録申請書の提出方法を説明します。 

 

※宿泊税特別徴収義務者申告書は書面提出も可能です。 

 ※宿泊税の納入申告の方法の詳細については、９月ころ公開（予定）です。 

 

 

①動作環境 

 eLTAX を使用する場合は、お使いのパソコンが動作環境を満たしている必要がありま

す。動作環境については、次のリンク先を参照ください。 

 

  

 

②署名用電子証明書の準備 

  電子証明書は、従来の書面による手続きにおける印鑑証明書などに相当するもので、

特定の発行機関や認証局が発行する電子的な身分証明書です。 

  申告データ等を送信する際に、この電子証明書によって電子署名を行います。電子証

明書の発行機関や利用できる電子証明書に関しては、次のリンク先を参照ください。 

 

 

 

２ 事前準備 

１ 概要 

eLTAX ホームページ（パソコン環境の準備） 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/pckankyou/ 

eLTAX ホームページ（電子証明書の準備） 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/denshisyoumeisyo/ 
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③署名用プラグインのダウンロード 

  電子証明書を送信する際に、署名用プラグインが必要となります。 

  次のリンク先からプラグインをダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

①eLTAX のホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ から PCdesk（Web 版）にアク

セスします。 

 ※PCdesk とは無料で利用できる eLTAX 対応ソフトウェアです。 

 

 

 

 

②利用届出（新規）を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用者用 IDの取得  ※すでに ID を取得されている方は、４申告税目の追加 

（10 ページ）へ 

eLTAX ホームページ（署名用のプラグインをインストール） 

https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/junbi/syomei/ 
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③利用規約の内容を確認し「同意する」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④利用種別選択にて、「納税者（個人）」もしくは「納税者（法人）」を選択します。 
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⑦提出先選択にて、【東北 ＞＞ 岩手県 ＞＞ 盛岡市】を選択し「次へ」を押下し

ます。 
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⑧利用者情報入力画面にて、必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規の ID取得の場合は、

「eLTAX の利用を開始する」を

選択します。 
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⑨【利用税目：宿泊税、 提出先事務所等：盛岡市役所】を選択します。 

  【利用者情報と同一の住所又は所在地を使用する】を選択し、「追加」を押下しま

す。 
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「追加」を押下すると提出先手続情報確認（点線内）が表示されます。 

表示された内容を確認し「次へ」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の宿泊施設を所有する場合 

 再度、【利用税目：宿泊税、提出先事務所等：盛岡市役所】を選択します。 

 【利用者情報の住所又は所在地とは異なる情報を入力する】を選択し、表示される入力

欄に必要事項を入力し「追加」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 

法人の場合は法人設立届出状況

も選択します。 
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⑪入力内容を確認し、問題なければ「次へ」を押下します。 
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⑫使用する電子証明書を選択し「次へ」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬送信が完了すると送信結果画面が表示されます。これで利用者 IDの取得は完了で

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用者 ID、暗証番号は必ず送信結果 

画面で確認し保管してください。 

特別徴収義務者登録申請書の提出は 14ページへ 
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すでに利用者 ID を取得されている方は利用税目の追加を行います。 

 

①eLTAX のホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ から PCdesk（Web 版）にアク

セスします。 

 ※PCdesk とは無料で利用できる eLTAX 対応ソフトウェアです。 

 

 

 

 

②利用者 ID、暗証番号を入力しログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利用税目の追加 
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③「提出先・手続き変更」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「追加」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここには現在登録済の提出先・手続き情報が 

表示されます。 
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⑤【都道府県：岩手県、市町村：盛岡市、申告税目：宿泊税、 

区・事務所等：盛岡市役所】を選択し、「検索」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥提出先候補一覧が表示されたら、選択欄に☑をいれ「追加」を押下します。 
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⑦②欄に情報が反映されたら、 

ⅰ 追加対象提出先を選択します。 

ⅱ 課税地、事業所名を入力します。 

ⅲ 反映を押下します。 

ⅳ 課税地、事業所名（点線内）が反映されていることを確認し「次へ」を押下しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税地：宿泊施設の所在地 

事業所名：宿泊施設の名称 

を入力します。 

 

ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ⅱ 

 

                                  ⅲ 

 

 

 

                                ⅳ  
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⑧送信が完了すると利用者情報変更送信結果画面が表示されます。 

 利用税目の追加はこれで終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送信の際に必要となる添付書類があります。eLTAX の入力画面にて、長時間画面を放

置するとタイムアウトする場合がありますので、先に 22 ページ記載の添付書類を準備

してからお手続きください。 

 

①eLTAX のホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/ のページ下部、eLTAX 関連サ

イトから PCdesk Next にアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 特別徴収義務者登録申請書の提出 
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②利用者区分を選択し、利用者 ID、暗証番号を入力しログインします。 
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②手続き一覧から「特別徴収義務者登録申請書」を選択します。 
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③「電子署名環境を確認する」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動作確認が完了したら「提出先を選択する」を押下します。 
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 ④提出先から 

【東北 ＞＞ 岩手県 ＞＞ 岩手県盛岡市 ＞＞ 岩手県盛岡市盛岡市役所】 

を選択し「入力へ進む」を押下します。 

※すでに選択されている場合は「入力へ進む」のみ押下します。 
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⑤特別徴収義務者登録申請書の必要事項を入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出区分を選択。特別徴収

義務者の登録をする場合は

新規を選択します。 

あて先：盛岡市長 

と入力します。 

個人事業主の場合は個人番

号、法人の場合は法人番号を

入力します。 

入力不要 
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入力不要 
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新規の届出の場合は【届出理由】～ 

【特別徴収義務者証票関係情報】は入力不要です。 

共同事業者がいる場合のみ入力します。 

法人の場合で申告納入に係る特定書類の送付先として特定の部

署を希望する場合のみ入力します。 
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添付書類について 

次の２点を添付してください。 

 ・旅館業営業許可証又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書類 

 ・宿泊に係る契約書面（宿泊約款等） 

 

※施設の実質的な経営者が営業許可を受けている方と異なる場合、共同経営者がいる場

合は上記２点の他に添付書類が必要となる場合があります。詳しくは「宿泊税特別徴収

事務の手引き」８～９ページを参照いただくか、個別にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要項目を入力後 

「確認へ進む」を押下します。 

～添付ファイルについて～ 

①選択できるファイルの拡張子及び容量は次のとおりです。 

拡張子「xls」「xlsx」「doc」「docx」「txt」「csv」「pdf」「jpg」「zip※」  

※以下の zip ファイルは添付することができません。  

・zip 内に上記以外の拡張子のファイルが含まれている場合  

・zip ファイルの中に zip ファイルが含まれている場合  

・zip 内に２階層以上のフォルダが含まれている場合 

②添付できるファイルは３つまでです。 

③１申告あたりのファイルの総上限容量は８Mbyte です。添付書類のファイ

ル容量が８Mbyte に収まり切らない場合、ファイルを追加で送信できます。

詳しくは 25 ページを参照ください。 
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⑥申告内容を確認し、「電子署名へ進む」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦使用する電子証明書を選択し、「電子証明確認へ進む」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

 

⑧「署名・申告する」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨申告が完了すると申告完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別徴収義務者登録申請書の提出は、以上で終了です。 
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 「５特別徴収義務者登録申請書」の提出にて、添付書類を送信しきれなかった場合の追

加送信方法について説明します。 

 

①PCdesk Next トップ画面の【申告内容照会】を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 添付書類の追加 
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②申告内容照会画面から、追加送信する手続きの【詳細】を押下します。 

 ※該当の手続きが画面に表示されていない場合は、条件を指定して検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

③申告内容照会画面が表示されたら、「追加申告する」を押下します。 
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 ④電子署名環境を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認が完了したら「入力へ進む」を押下します。 
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 ⑤備考欄に追加申告理由を記載し、「ファイルの選択」から添付書類を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ⑥添付書類を選択すると、ファイル名が表示されます。（点線内） 

添付書類が間違いないことを確認したら、備考欄に追加申告の理由を記載し「確認へ進

む」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦電子証明書読込画面へ移行しますので、23～24ページと同様に電子署名を行い送信完

了となります。 

 

 

 


